
この広報紙は、みなさまからの会費と共同募金の配分金、広告協賛金によって年4回（5・7・10・2月）発行しています。

セレクト有限会社 ☎0475-26-2111
千葉県茂原市大芝４４０-８  FAX.0475-26-2255
介護保険事業所番号：1271501411

ケアプランセレクト
☎0475-36-6112 FAX.（左に同じ）
事業所番号：1271502179

セレクト
福祉用具・介護用品をいつも
安心してお使い頂けるよう
サポートいたします。

ＵＲＬ http://select-care.net/

住宅改修

ケアプラン作成

福祉機器介護用品

介護支援センター
せせらぎ

ヘルパーステーション
せせらぎ

デイサービスセンター
せせらぎ

小規模多機能居宅介護
ちくりんの里

住宅型有料老人ホーム
東郷せせらぎ

グループホーム
せせらぎ

サービス付高齢者向住宅
下永吉せせらぎ

株式会社 竹膳 0475-27-30570475-27-3056株式会社 竹膳 0475-27-30570475-27-3056

福祉作業所では、段ボール・ボールペン・コンセン
トなどの組み立て、割り箸・ネジ・サンプル品など
の封入、ラベル貼りなどの軽作業
を行っています。依頼したい作業
内容がありましたら、お気軽にご
相談ください。

受注作業を募集しています

社協情報コーナー
在宅福祉サービス

茂原市内にお住まいで、ご自宅で生活をしている方が対象です。
見守り型食事サービス
安否の確認を行いながら、手作りのお弁当をお届けします。
【対象】 虚弱なひとり暮らしの70歳以上の高齢者や障がいのある方、
 高齢者夫婦世帯など
【内容】 月３回（７・８月を除く）、1食100円を負担

紙おむつの支給
介護者の負担を軽減するため、紙おむつを無料で配達します。
【対象】 半年以上、寝たきりの高齢者や障がいのある方（児童可）
【内容】 年３回（６・10・2月）、年間120～150枚程度

介護者の負担を軽減するため、訪問による理髪サービスを行い、
料金の一部を助成します。
【対象】半年以上、寝たきりの高齢者や障がいのある方（児童可）

訪問理髪サービス

相談日・相談内容

介護全般の相談、高齢者や障がいのある方の
在宅生活を支援しています。
■居宅介護支援事業（ケアプランの作成）
■訪問介護事業（ホームヘルパーの派遣）

介護サービス
【お問い合わせ】 もばら後見支援センター（地域福祉課内）☎23-4333

金銭管理等に関する相談
●認知症高齢者や障がいのある方へ、日常的な金銭管理、
　福祉サービスの利用援助に関する相談（執務時間内）

心配ごと相談
●毎週水曜日 ９：30～11：30　●総合市民センター 2階 会議室

●7月27日水、8月24日水、9月28日水 １３：００～１６：００（予約制）
●総合市民センター 2階 会議室

無料法律相談

【お問い合わせ】 茂原市ボランティアセンター（地域福祉課内）

ボランティア相談
●ボランティア活動に関する相談（執務時間内）

健康相談
●毎週木曜日 １３：００～１６：００
　（行事の都合により、お休みの場合有）
●総合市民センター １階 健康相談室

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、中止の場合あり

　茂原市総合市民センターの遊具が新しくなりました。市内の福祉センター内の児童センターには、遊戯室や屋外で子供が遊べるスペース
が設けられ、さまざまな年齢の子どもたちの笑顔と楽しそうな声でにぎわっています。乳幼児から利用できる親子の交流の場となっており、
夏休みには楽しいイベント（6ページに掲載）もありますので、ぜひお近くの福祉センターにお越しください。

　揃いのオレンジ色のビブスを着た社員の方々が、毎朝30分間、月曜から木曜日は会社付近で、金曜日は茂原駅や総合市民センター、
ライフガーデン茂原周辺に範囲を拡げて歩道や車道のごみ拾いや側溝清掃などの活動をされています。この活動には社長を先頭
に社員全員が参加し、市内の美化にご尽力されています。また、今回、会社設立50周年記念として総合市民センターに新しい遊具と
ベンチを寄贈・設置してくださり、既存の遊具も綺麗に塗り替えていただきました。ありがとうございました。

新しい遊具が仲間入りしました

【お問い合わせ】 福祉作業所あゆみの家　☎２４-９１３５

●就労が困難な方、日中活動の場をお探し
の方、ご相談ください。

［対象者］
市内在住で、身体障害者手帳、療育手
帳、精神保健福祉手帳のいずれかをお持
ちの方（市外在住の場合は、要相談）

福祉作業所（就労継続支援Ｂ型）
●障害福祉サービスの利用に必要な「サー
ビス等利用計画書」の作成を行っていま
すので、ご相談ください。

［対象者］
市内在住で、障害福祉サービスを利用す
るために、茂原市よりサービス等利用計
画書の提出を求められた方

相談支援事業所（計画相談）

あゆみの家　障害福祉サービスのご利用を考えている方、ご相談ください

Information  ～みんなで参加してみよう～
豊岡福祉センター作品展
【日時】 9月17日土～18日日
 8：30～17：00
【内容】 自主グループ及び
 地域団体や福祉施設の
 活動成果を展示
 （書道、パソコン、俳画など）

【お問い合わせ】 豊岡福祉センター
 ☎34-8321

チャレンジ！ デコパージュ
【日時】 7月30日土 9:30～11:30
【内容】 赤い羽根トートバッグに柄のついたモチーフで
 飾り付けをする教室
【対象】 市内在住者（小学生以上）※小学1年生～3年生は保護者同伴
【定員】 10名（申込順）　　【参加費】1,000円（バック代、材料費、保険代）
【申込】 6月25日土 9:00～電話申込（申込順）　後日、参加費を添えて窓口申込
 ※申込は本人を含む2人まで（定員に満たない場合は随時受付）

【お問い合わせ】 五郷福祉センター　☎25-7880

企業による社会貢献活動　●御園建設 株式会社●

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため
中止または変更になる場合があります

社協情報コーナー
〒297-0022 茂原市町保13-20（茂原市総合市民センター内）〒297-0022 茂原市町保13-20（茂原市総合市民センター内）

【業務日】 月曜日～金曜日 8：30～17：15
【定休日】 土、日曜日、祝日及び休日、年末年始
※各福祉センター休館日は、祝日及び年末年始

【業務日】 月曜日～金曜日 8：30～17：15
【定休日】 土、日曜日、祝日及び休日、年末年始
※各福祉センター休館日は、祝日及び年末年始

社会福祉法人
茂原市社会福祉協議会
社会福祉法人
茂原市社会福祉協議会

編集と
発行

代表☎ 0475（23）1969
FAX 0475（23）6538
代表☎ 0475（23）1969
FAX 0475（23）6538
総務課、地域福祉課、在宅サービスセンターへのお問い合わせはこちらです。総務課、地域福祉課、在宅サービスセンターへのお問い合わせはこちらです。

茂原市社協
マスコット「ふくぞう」
茂原市社協
マスコット「ふくぞう」

検 索茂原市社協ホームページホームページ
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～誰もが「安全・安心」を実感できる暮らしを地域で支える～～誰もが「安全・安心」を実感できる暮らしを地域で支える～

茂原市社会福祉協議会では、情報発信ツールとして「インスタグラム（Instagram）」「フェイスブック（Facebook）」
及び「ツイッター（Twitter）」を活用しています。本会の情報をいち早く入手するツールとしてご利用ください。
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●市内13地区の社会福祉協議会（地区社協）活動の支援（ふれあいいき
いきサロン、敬老事業など）

●地区での買い物代行、草取りなどの助け合いサービス
●ボランティアセンターの運営（ボランティアの相談、育成、活動支援）
●ボランティア活動、地域福祉活動をする人の研修など福祉人材の登録
●災害ボランティアセンターの運営
●各福祉センター（二宮・豊田・五郷・豊岡・東郷福祉センター・総合市民セン
ター）の管理運営
●各福祉センターにて地域の特色を生かした住民の交流
●日常の困りごと、悩みごとの相談や弁護士（予約制）による相談

当事者団体・福祉関係団体の活動支援

地域福祉の推進
●病気、失業など経済的に困窮している世帯を対象に相談
援助、資金貸付

●経済的に困窮している世帯が、緊急に必要な小口貸付、
自立更生の支援
●早急に援助を必要とする方々を救済するための一時的
な生活支援

●民生委員と連携し、歳末見舞金、慰問品の配布、ひとり
暮らしの高齢者の見守りなど

●夏季一時金　●交通遺児見舞金

低所得世帯援助事業

●日常生活において不安を感じている高齢者、障がいの
ある方の日常の金銭管理、福祉サービスの利用支援

●判断能力の不十分な高齢者、障がいのある方の身上
保護や財産管理を行う暮らしの支援

後見支援センター事業

●社会福祉大会の開催　●広報誌「社福もばら」の発行
●福祉こどもまつりの開催　●福祉教育の推進
●音訳ボランティア「みずすまし会」協力による声の広報活動
●ホームページ（SNS含む）での福祉情報発信
●社会福祉協議会のPR活動

広報啓発活動

●車イス、綿菓子機、かき氷機、ポップ
コーンマシーン、焼きそば用鉄板など

コミュニテイ備品の貸出
●赤い羽根共同募金
●歳末たすけあい募金

共同募金運動の推進

●米寿記念写真の撮影および贈呈
●長寿クラブ連合会、単位クラブの運営支援
●高齢者の健康増進、生きがいづくりの支援

高齢者福祉の推進

●虚弱なひとり暮らしの70歳以上の高齢者などへ、手づくりのお弁当を
お届けし健康状態や安否の確認
●自宅で半年以上寝たきりの高齢者、障がいのある方（児童含む）へ紙
おむつの支給
●自宅で半年以上寝たきりの高齢者、障がいのある方（児童含む）を対象
に訪問による理髪サービス料金の一部を助成
●介護全般の相談、ケアプランの作成
●ホームヘルパーを派遣し、高齢者や障がいのある方の在宅生活をサポート

在宅福祉サービス

●ホームヘルパーによる家事援助、身体介護、視覚に障害がある方の同行
援護などのサービスを提供

●障がいのある方に就労の機会及び生産活動の機会を提供
　（就労継続支援B型事業…〈福祉作業所 あゆみの家〉）
●「障害福祉サービスの利用」のためのプラン作成及び相談援助（計画相談）

障害福祉サービス

●児童厚生員を各福祉センターに配置し、親子の遊び場や交流の場の提供
●豊岡、東郷第1、東郷第2、二宮、夏期茂原学童クラブの管理運営
●ファミリー・サポート・センターの管理運営

児童福祉の推進

【令和3年度 決算合計】
176,077,159円

【令和4年度 予算合計】
226,573,000円

【令和3年度 決算合計】
42,504,125円

【令和4年度 予算合計】
76,652,000円

【令和3年度 決算合計】
54,801,529円

【令和4年度 予算合計】
74,259,000円

【令和3年度 決算合計】
141,563,548円

【令和4年度 予算合計】
142,880,000円

【令和3年度 決算合計】
704,599円

【令和4年度 予算合計】
1,301,000円

法人本部
ボランティア・

在宅福祉サービスなど

在宅サービスセンター
介護保険・

障害福祉サービス

福祉作業所
就労継続支援B型・

計画相談

福祉センター
総合市民センター、
各福祉センター

収益事業
自動販売機の
設置

社福もばら No.137
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●社会福祉大会の開催
●広報紙「社福もばら」の発行
●小中学校での福祉教育の推進

在宅で寝たきりの高齢者や
障がいのある方への支援
　●紙おむつの配布
　●訪問理髪サービス
一人暮らし高齢者の見守り
　●見守り型食事サービス

困りごと、悩みごとの相談支援
　●心配ごと相談
　●無料法律相談

●敬老行事等の実施

●要援護世帯等への夏季一時金の支給

地区社会福祉協議会（市内13地区）
活動の支援
　●健康教室、世代間交流
　●地区たすけあいサービス

ボランティアセンターの運営
　●ボランティア活動の相談、保険の加入
災害ボランティアの活動支援
　●災害ボランティアの登録
　●災害ボランティアセンターの
　　運営訓練

福祉の広報啓発活動

ボランティア活動のサポート
ボランティアの育成

各種相談事業
高齢者福祉の推進

低所得世帯への支援

各地区の支え合い活動

高齢者や障がいのある方
への在宅サービス

【社協会費のつかいみち】

1,944,328円
23.3％

116円

143円38円
41円
44円
55円
63円

2,395,652円
28.7％

1,046,392円
12.5％

914,000円
10.9％

739,725円
8.8％

681,525円
8.2％

637,578円
7.6％

令和3年令和3年令和3年

令和3年度の会費実績は、8,359,200円になりました。
会費実績の内訳は右記のとおりです。
令和3年度は、みなさまからの会費を下記のように活用させていただきました。（例として会費が500円の場合）

　社協では、地域福祉を推進するため会員制度により会員を募集しています。この会員制度は、市民のみなさまが福祉
に関心を持ち、積極的に福祉活動に参加していただくことを目的としています。会員になること（会費で協力をする
こと）が、福祉活動に参加することと同じ意味を持っており、地域福祉を支える大きな力になります。
　地域福祉の主役である市民のみなさまと、それを推進する社協が一体となり、「福祉のまちづくり」を行うために
欠かせない仕組みとして、会員制度を取り入れています。

　今年度も、一般会員の会員募集及び加入に伴う会費の集金を自治会回覧を通じて、6月に依頼させていただきました。
　会員加入は任意となっており強制的なものではございませんが、みなさまからの会費が本会の事業を進める貴重な財源となります。本会の趣旨に
ご賛同いただき、一人でも多くの方にご加入いただきますようお願い申し上げます。

　昨年度も多くのみなさまにご協力をいただきました会費を、高齢者や子ども、障がいのある方などへのさまざまな地域福祉活動の貴重な財源
として、活用させていただきました。

● 社協会員は以下の３種類があります

● 会員のみなさまからご協力いただいた会費が使われている事業の一部

● いつもご協力ありがとうございます

からはじめる地域貢献活動ーみんなで地域をささえよう！

社協会員
とは

一般会員
市内に居住する各世帯が対象です。
（自治会を通じて、各世帯にご協力をお願いしています。）

賛助会員
個人、団体等で、本会の趣旨に賛同してくだ
さる方が対象です。

法人会員
企業・法人で、本会の趣旨に賛同してくだ
さる方が対象です。

見守り型食事サービスの実施　調理風景見守り型食事サービスの実施　調理風景 福祉教育の実施　児童と障がいのある方との交流福祉教育の実施　児童と障がいのある方との交流 地区社協で世代間交流の実施　昔遊び体験地区社協で世代間交流の実施　昔遊び体験

一般会員
６,234,900円

賛助会員
613,300円

法人会員
１,511,000円

合計
８,359,200円

各　世　帯 一口 ５００円
※ご協力いただく目安になります

年 

額
年 

額
年 

額

個　　　人 一口 1,０００円
団　体　等 一口 3,０００円
特別協力者 一口 10,０００円

個人事業主 一口  3,０００円
企業・法人 一口 10,０００円

ごひゃくえんごひゃくえんごひゃくえん

　社会福祉協議会（社協）は、社会福祉法に基づき「地域福祉の推進」を図るため、全国の都道府県・市区町村に設置された非営利の民間組織
です。社協は、市民のみなさまにご協力いただいた社協会費や寄付金、共同募金の配分金、行政からの補助金・受託金などで運営を行い、社会
福祉関係者・市民のみなさま・各種団体との協働により、地域の人々が住みなれたまちで、安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」
を実現するため、さまざまな福祉サービスを行っています。

※決算の詳細については、当協議会ホームページにて公開しております。

社協の活動についてお知らせします
～茂原市社会福祉協議会の事業と令和3年度決算・令和4年度予算～
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●社会福祉大会の開催
●広報紙「社福もばら」の発行
●小中学校での福祉教育の推進

在宅で寝たきりの高齢者や
障がいのある方への支援
　●紙おむつの配布
　●訪問理髪サービス
一人暮らし高齢者の見守り
　●見守り型食事サービス

困りごと、悩みごとの相談支援
　●心配ごと相談
　●無料法律相談

●敬老行事等の実施

●要援護世帯等への夏季一時金の支給

地区社会福祉協議会（市内13地区）
活動の支援
　●健康教室、世代間交流
　●地区たすけあいサービス

ボランティアセンターの運営
　●ボランティア活動の相談、保険の加入
災害ボランティアの活動支援
　●災害ボランティアの登録
　●災害ボランティアセンターの
　　運営訓練

福祉の広報啓発活動

ボランティア活動のサポート
ボランティアの育成

各種相談事業
高齢者福祉の推進

低所得世帯への支援

各地区の支え合い活動

高齢者や障がいのある方
への在宅サービス

【社協会費のつかいみち】

1,944,328円
23.3％

116円

143円38円
41円
44円
55円
63円

2,395,652円
28.7％

1,046,392円
12.5％

914,000円
10.9％

739,725円
8.8％

681,525円
8.2％

637,578円
7.6％

令和3年令和3年令和3年

令和3年度の会費実績は、8,359,200円になりました。
会費実績の内訳は右記のとおりです。
令和3年度は、みなさまからの会費を下記のように活用させていただきました。（例として会費が500円の場合）

　社協では、地域福祉を推進するため会員制度により会員を募集しています。この会員制度は、市民のみなさまが福祉
に関心を持ち、積極的に福祉活動に参加していただくことを目的としています。会員になること（会費で協力をする
こと）が、福祉活動に参加することと同じ意味を持っており、地域福祉を支える大きな力になります。
　地域福祉の主役である市民のみなさまと、それを推進する社協が一体となり、「福祉のまちづくり」を行うために
欠かせない仕組みとして、会員制度を取り入れています。

　今年度も、一般会員の会員募集及び加入に伴う会費の集金を自治会回覧を通じて、6月に依頼させていただきました。
　会員加入は任意となっており強制的なものではございませんが、みなさまからの会費が本会の事業を進める貴重な財源となります。本会の趣旨に
ご賛同いただき、一人でも多くの方にご加入いただきますようお願い申し上げます。

　昨年度も多くのみなさまにご協力をいただきました会費を、高齢者や子ども、障がいのある方などへのさまざまな地域福祉活動の貴重な財源
として、活用させていただきました。

● 社協会員は以下の３種類があります

● 会員のみなさまからご協力いただいた会費が使われている事業の一部

● いつもご協力ありがとうございます

からはじめる地域貢献活動ーみんなで地域をささえよう！

社協会員
とは

一般会員
市内に居住する各世帯が対象です。
（自治会を通じて、各世帯にご協力をお願いしています。）

賛助会員
個人、団体等で、本会の趣旨に賛同してくだ
さる方が対象です。

法人会員
企業・法人で、本会の趣旨に賛同してくだ
さる方が対象です。

見守り型食事サービスの実施　調理風景見守り型食事サービスの実施　調理風景 福祉教育の実施　児童と障がいのある方との交流福祉教育の実施　児童と障がいのある方との交流 地区社協で世代間交流の実施　昔遊び体験地区社協で世代間交流の実施　昔遊び体験

一般会員
６,234,900円

賛助会員
613,300円

法人会員
１,511,000円

合計
８,359,200円

各　世　帯 一口 ５００円
※ご協力いただく目安になります

年 

額
年 

額
年 

額

個　　　人 一口 1,０００円
団　体　等 一口 3,０００円
特別協力者 一口 10,０００円

個人事業主 一口  3,０００円
企業・法人 一口 10,０００円

ごひゃくえんごひゃくえんごひゃくえん



　他からの融資を受けられない低所得世帯や高齢者及び障がいのある方がいる世帯に対して、必要な資金の貸付と相談内容に応じた援助指導を
行うことにより、安定した暮らしを支援するための制度です。市区町村の社会福祉協議会が窓口となって運営しています。
　なお、貸付には使途に応じ、いくつかの種類があります。
　（申請には民生委員・児童委員または自立支援機関などの面談が必要となる場合があります）

【お問い合わせ】 地域福祉課　☎23-1969

生活福祉資金貸付制度のご案内

【お問い合わせ】 もばら後見支援センター（地域福祉課内）　☎23-4333

もばら後見支援センター

日常生活自立支援事業（愛称：すまいる）について
●日常生活を送る上で、十分な判断ができない方や､体の不自由な方が地域で安心して生活できるようにお手伝いをさせて
いただく福祉サービスです。
●判断能力が不十分な認知症高齢者・障がいのある方など、日常生活を営む上で必要となる福祉サービスの利用等について
おひとりでの判断が適切に行うことが困難な方が対象となります。
●事業内容や契約内容について、相応の理解をしていただくことも必要です。
※なお、契約内容について判断能力がなく直接契約が困難な方は、成年後見制度を活用し、後見人等との契約を行うことで利用が可能です。

● 日常生活自立支援事業ってどんなことをしてくれるの？ 契約書、支援計画書に基づき支援を行います。

○年金証書、預貯金通帳、不動産権利証書、契約書類､実印、銀行印
※宝石、骨董品､貴金属類､有価証券などはお預かりできません。
※財産保全サービスのみのご利用はできません。

1福祉サービス利用援助
福祉サービスを
安心してご利用できるように
お手伝いします。

2財産管理サービス
毎日のくらしに欠かせない
お金の出し入れを
お手伝いします。

3財産保全サービス
大切な書類や印鑑などをお預かりします。

● 費用について

年額 3,600円
（月額３００円）

年会費 財産保全サービス
【利用料の内訳】

福祉
サービス
利用援助

財産管理サービス
1時間30分未満 1,000円
1時間30分以上2時間未満 1,500円
以降、同様に30分毎に500円加算

利用者宅への往復に係る交通費
年額 3,000円
（月額２５０円）

30分未満 無　料
30分以上1時間未満 500円
1時間以上 1,000円

高校・専門・短大・大学に入学するために必要な制服代、教材費などの入学準備金及び入学金並びに授業料などの費用の貸付

※他制度が利用できる場合は、そちらが優先になります。　※貸付条件及び必要書類などは、資金の種類によって異なります。
※千葉県社会福祉協議会が審査を行い、その結果で貸付を行えない場合もあります。

緊急小口資金等特例貸付申請期限の延長について

対　　象 茂原市在住の方 相談時間 ［予約制］月曜日～金曜日　午前9時～午後4時（土日祝除く）
※必ず、お電話で相談日時のご予約をお願いいたします。

福祉資金 ❶福　祉　費 日常生活または、自立した生活を送るために一時的に必要と見込まれる資金の貸付
❷緊急小口資金 低所得世帯が緊急かつ一時的に生活の維持が困難となった場合の少額の資金の貸付

教育支援費金

　新型コロナウィルス感染拡大の影響により収入が減少した方を対象とした特例貸付（緊急小口資金・総合支援資金（初回貸付））の申請期限
が令和4年8月末日まで延長されました。詳細は、本会ホームページをご確認のうえ、ご連絡をお願いします。

　上記の事業を支える生活支援員を募集します。支援計画に基づき、定期的に必要に応じたサービスを代行していただきます。

募集要件 ●生活支援員養成研修を受講できる方（千葉県社会福祉協議会主催 Zoom研修会）　●普通自動車運転免許

日常生活自立支援事業（愛称：すまいる）生活支援員募集

※民生委員児童委員やホームヘルパーとして活動している方は登録できません。
※地区ごとに登録者を募っておりますが利用者の状況により登録のみが続くことがありますのでご理解願います。

【お問い合わせ】 地域福祉課　☎23-1969

　米寿を迎えられた方を対象にボランティアの協力を得て、無料で記念
写真を撮影します。撮影した写真は、後日額装してお渡しいたします。

対象者の方には、7月中旬頃、案内文を送付いたします。
撮影を希望される方は、必ずお申し込みください。

昭和8年9月17日～
昭和9年9月16日生まれの方

対象者

8月20日土、21日日撮影日

総合市民センター 及び
本納公民館（ほのおか館）

場　所

寄付金
●石井 加代子　3,000円
●東洋ケミカルエンジニアリング株式会社　32,613円　●匿名 1件　700円

寄付金については、個人または企業の方が、本会（特定公益増進法人）に寄付した場合、税制上の
優遇措置を受けることができます。詳しくは、国税庁のホームページ等をご覧ください。

受付期間：令和4年4月1日～令和4年5月31日迄

善意ありがとうございました

●堀江 道啓　●房総プラント株式会社　●株式会社アステック
使用済切手収集活動へのご協力

●酒井 隆子
毛糸収集活動へのご協力

●渡邉 耕平　絵本 39冊　●堀江 道啓　テレホンカード 6枚
●（一財）千葉県まちづくり公社 長生の森公園管理事務所　花苗 1000ポット
●匿名 1件　知育教材

物　品

（順不同、敬称略）

【お問い合わせ】 地域福祉課　☎23-1969

　地域の高齢者が集うサロンや百歳体操
教室、ボッチャ、子どもから高齢者が参加で
きる世代間交流事業、昔遊び伝承会、凧作
り教室、小学1年生下校時の見守りなど地
域の特色を活かした活動を行っています。

『地区社協の活動』は？
　本会への会費や寄付、共同募金
からの助成金などが財源となって
います。市民のみなさまに社協会
員になっていただくことで、地区
社協の活動が支えられています。

『活動の財源』は？
住みよい福祉のまちづくりのために　～地区社会福祉協議会～

協力員募集！！
地区社協では一緒に活動してくれる方を募集しています。
地区社協活動に興味のある方は本会までご連絡ください。

　市内に13団体が存在する地区社会福祉協議会（地区社協）
は、小学校区を範囲として地域福祉活動を行う住民主体の任意
団体です。『地域を自分たちで良くしていこう』という意識の
もと、本会や関係機関と連携・協働し、地域の福祉課題の解決
に向けた様々な取り組みを30年以上にわたり行っています。

『地区社協』とは？

五郷地区社協『地域交流 和リース作り』五郷地区社協『地域交流 和リース作り』 本納地区社協『交通安全教室』本納地区社協『交通安全教室』

米寿のみなさまに
記念写真を贈呈します

　「ボランティア活動ってどんな感じなん
だろう？」「気軽にボランティア体験して
みたい!」という方のために、初めての方
でも大丈夫！ぜひ参加してくださいね♪

【お申込み・お問い合わせ】 茂原市社会福祉協議会 地域福祉課
茂原市町保１３-２０（茂原市総合市民センター内）
☎２３-１９６９　FAX２３-６５３８　E-mail：fukushi@mobara-shakyo.or.jp
受付時間：平日8：30～17：00 ※土日祝日はお休みです

2022

※申込みは電話もしくは窓口まで。
　（各種定員に達し次第受付終了）
※市内在住の方のみ申し込みできます。

７月１日金から受付開始
令和４年７月27日水～８月17日水実施期間

申込方法 ※申込みは電話もしくは窓口まで。
　（各種定員に達し次第受付終了）
※市内在住の方のみ申し込みできます。

７月１日金から受付開始
令和４年７月27日水～８月17日水実施期間

申込方法

by 茂原市社会福祉協議会by 茂原市社会福祉協議会

夏のたいけんボランティア
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　他からの融資を受けられない低所得世帯や高齢者及び障がいのある方がいる世帯に対して、必要な資金の貸付と相談内容に応じた援助指導を
行うことにより、安定した暮らしを支援するための制度です。市区町村の社会福祉協議会が窓口となって運営しています。
　なお、貸付には使途に応じ、いくつかの種類があります。
　（申請には民生委員・児童委員または自立支援機関などの面談が必要となる場合があります）

【お問い合わせ】 地域福祉課　☎23-1969

生活福祉資金貸付制度のご案内

【お問い合わせ】 もばら後見支援センター（地域福祉課内）　☎23-4333

もばら後見支援センター

日常生活自立支援事業（愛称：すまいる）について
●日常生活を送る上で、十分な判断ができない方や､体の不自由な方が地域で安心して生活できるようにお手伝いをさせて
いただく福祉サービスです。

●判断能力が不十分な認知症高齢者・障がいのある方など、日常生活を営む上で必要となる福祉サービスの利用等について
おひとりでの判断が適切に行うことが困難な方が対象となります。

●事業内容や契約内容について、相応の理解をしていただくことも必要です。
※なお、契約内容について判断能力がなく直接契約が困難な方は、成年後見制度を活用し、後見人等との契約を行うことで利用が可能です。

● 日常生活自立支援事業ってどんなことをしてくれるの？ 契約書、支援計画書に基づき支援を行います。

○年金証書、預貯金通帳、不動産権利証書、契約書類､実印、銀行印
※宝石、骨董品､貴金属類､有価証券などはお預かりできません。
※財産保全サービスのみのご利用はできません。

1福祉サービス利用援助
福祉サービスを
安心してご利用できるように
お手伝いします。

2財産管理サービス
毎日のくらしに欠かせない
お金の出し入れを
お手伝いします。

3財産保全サービス
大切な書類や印鑑などをお預かりします。

● 費用について

年額 3,600円
（月額３００円）

年会費 財産保全サービス
【利用料の内訳】

福祉
サービス
利用援助

財産管理サービス
1時間30分未満 1,000円
1時間30分以上2時間未満 1,500円
以降、同様に30分毎に500円加算

利用者宅への往復に係る交通費
年額 3,000円
（月額２５０円）

30分未満 無　料
30分以上1時間未満 500円
1時間以上 1,000円

高校・専門・短大・大学に入学するために必要な制服代、教材費などの入学準備金及び入学金並びに授業料などの費用の貸付

※他制度が利用できる場合は、そちらが優先になります。　※貸付条件及び必要書類などは、資金の種類によって異なります。
※千葉県社会福祉協議会が審査を行い、その結果で貸付を行えない場合もあります。

緊急小口資金等特例貸付申請期限の延長について

対　　象 茂原市在住の方 相談時間 ［予約制］月曜日～金曜日　午前9時～午後4時（土日祝除く）
※必ず、お電話で相談日時のご予約をお願いいたします。

福祉資金 ❶福　祉　費 日常生活または、自立した生活を送るために一時的に必要と見込まれる資金の貸付
❷緊急小口資金 低所得世帯が緊急かつ一時的に生活の維持が困難となった場合の少額の資金の貸付

教育支援費金

　新型コロナウィルス感染拡大の影響により収入が減少した方を対象とした特例貸付（緊急小口資金・総合支援資金（初回貸付））の申請期限
が令和4年8月末日まで延長されました。詳細は、本会ホームページをご確認のうえ、ご連絡をお願いします。

　上記の事業を支える生活支援員を募集します。支援計画に基づき、定期的に必要に応じたサービスを代行していただきます。

募集要件 ●生活支援員養成研修を受講できる方（千葉県社会福祉協議会主催 Zoom研修会）　●普通自動車運転免許

日常生活自立支援事業（愛称：すまいる）生活支援員募集

※民生委員児童委員やホームヘルパーとして活動している方は登録できません。
※地区ごとに登録者を募っておりますが利用者の状況により登録のみが続くことがありますのでご理解願います。

【お問い合わせ】 地域福祉課　☎23-1969

　米寿を迎えられた方を対象にボランティアの協力を得て、無料で記念
写真を撮影します。撮影した写真は、後日額装してお渡しいたします。

対象者の方には、7月中旬頃、案内文を送付いたします。
撮影を希望される方は、必ずお申し込みください。

昭和8年9月17日～
昭和9年9月16日生まれの方

対象者

8月20日土、21日日撮影日

総合市民センター 及び
本納公民館（ほのおか館）

場　所

寄付金
●石井 加代子　3,000円
●東洋ケミカルエンジニアリング株式会社　32,613円　●匿名 1件　700円

寄付金については、個人または企業の方が、本会（特定公益増進法人）に寄付した場合、税制上の
優遇措置を受けることができます。詳しくは、国税庁のホームページ等をご覧ください。

受付期間：令和4年4月1日～令和4年5月31日迄

善意ありがとうございました

●堀江 道啓　●房総プラント株式会社　●株式会社アステック
使用済切手収集活動へのご協力

●酒井 隆子
毛糸収集活動へのご協力

●渡邉 耕平　絵本 39冊　●堀江 道啓　テレホンカード 6枚
●（一財）千葉県まちづくり公社 長生の森公園管理事務所　花苗 1000ポット
●匿名 1件　知育教材

物　品

（順不同、敬称略）

【お問い合わせ】 地域福祉課　☎23-1969

　地域の高齢者が集うサロンや百歳体操
教室、ボッチャ、子どもから高齢者が参加で
きる世代間交流事業、昔遊び伝承会、凧作
り教室、小学1年生下校時の見守りなど地
域の特色を活かした活動を行っています。

『地区社協の活動』は？
　本会への会費や寄付、共同募金
からの助成金などが財源となって
います。市民のみなさまに社協会
員になっていただくことで、地区
社協の活動が支えられています。

『活動の財源』は？
住みよい福祉のまちづくりのために　～地区社会福祉協議会～

協力員募集！！
地区社協では一緒に活動してくれる方を募集しています。
地区社協活動に興味のある方は本会までご連絡ください。

　市内に13団体が存在する地区社会福祉協議会（地区社協）
は、小学校区を範囲として地域福祉活動を行う住民主体の任意
団体です。『地域を自分たちで良くしていこう』という意識の
もと、本会や関係機関と連携・協働し、地域の福祉課題の解決
に向けた様々な取り組みを30年以上にわたり行っています。

『地区社協』とは？

五郷地区社協『地域交流 和リース作り』五郷地区社協『地域交流 和リース作り』 本納地区社協『交通安全教室』本納地区社協『交通安全教室』

米寿のみなさまに
記念写真を贈呈します

　「ボランティア活動ってどんな感じなん
だろう？」「気軽にボランティア体験して
みたい!」という方のために、初めての方
でも大丈夫！ぜひ参加してくださいね♪

【お申込み・お問い合わせ】 茂原市社会福祉協議会 地域福祉課
茂原市町保１３-２０（茂原市総合市民センター内）
☎２３-１９６９　FAX２３-６５３８　E-mail：fukushi@mobara-shakyo.or.jp
受付時間：平日8：30～17：00 ※土日祝日はお休みです

2022

※申込みは電話もしくは窓口まで。
　（各種定員に達し次第受付終了）
※市内在住の方のみ申し込みできます。

７月１日金から受付開始
令和４年７月27日水～８月17日水実施期間

申込方法 ※申込みは電話もしくは窓口まで。
　（各種定員に達し次第受付終了）
※市内在住の方のみ申し込みできます。

７月１日金から受付開始
令和４年７月27日水～８月17日水実施期間

申込方法

by 茂原市社会福祉協議会by 茂原市社会福祉協議会

夏のたいけんボランティア
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NO 施設・団体 活動内容 対象 人数 活動期間 活動場所 持ち物・服装

1 障がい者スポーツ団体
パラスポーツ茂原

障がい者スポーツ「ボッチャ」の体験
（親子で参加可能）

小学1年生～
6年生 各20名 ①7/30土 13：30～15：30

②8/ 6土 10：00～12：00
総合市民センター
（町保13-20）

動きやすい服装・水筒・
タオル

2 茂原ボランティア会 使用済切手の整理 小学4年生～
一般 10名 　7/27水 9：30～12：00 総合市民センター

（町保13-20） 使い慣れたハサミ

3 点字ボランティア
六点会 点字体験 小学4年生～

一般 各5名 ①8/ 3水 13：00～15：00
②8/17水 13：00～15：00

総合市民センター
（町保13-20） 筆記用具・水筒

4 朗読ボランティア
みずすまし会

視覚障がいのある方のために
市広報などを音訳･CD化

小学4年生～
一般 4名 　8/ 4木 10：00～12：00 総合市民センター

（町保13-20）
筆記用具・水筒・読みたい
記事が書いてある物

5 茂原市立図書館 こども図書館員
（本の貸出しや返却、修理など）

小学4年生～
6年生 各6名 ①7/27水 10：30～12：00

②7/27水 13：30～15：00
市立図書館

（千代田町1-6-1）
動きやすい服装・水筒・
筆記用具・タオル



【お問い合わせ・お申し込み】 もばらファミリー・サポート・センター（地域福祉課内）　☎23-1969

もばらファミリー・サポート・センター 会員募集！
　地域において安心して子育てができるよう、子育てのサポートをしてほしい方（依頼会員）と、
サポートをしたい方（提供会員）が、それぞれ会員登録し会員相互による育児支援を行います。
　会員登録するには、入会説明会への参加が必要となります。入会金や年会費はかかりません。
●援助対象の子ども ／おおむね生後６か月～小学６年生まで
●主な活動の内容 ／保育施設などの開始前や終了後の子どもの預かりと送迎。
 　保護者の外出、リフレッシュの際の預かり。
●利用料（謝礼） ／基本1時間あたり７００円

【日　時】 7月14日木 13：30～
【場　所】 総合市民センター（4階 視聴覚室）
参加ご希望の方は事前にお申し込みください

●子どもが好きな方
●子育ての経験を活かしたい方
●子育ての応援をしたいと
　思っている方

提供会員を募集しています入会説明会

※入会説明会は毎月開催しています。日程・詳細等については
ホームページをご覧ください。なお、新型コロナウィルス感染症
拡大防止などの理由により、変更や中止とする場合があります。

児童センターイベント案内

※電話受付後に、費用を窓口に納めていただき受付完了となります。

お申し込みについては、各連絡先で9：00から先着順にて電話受付いたします。

できるときにできることを
できる範囲で活動してみませんか

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため
中止または変更になる場合があります

支援活動の様子支援活動の様子

入会説明会の様子入会説明会の様子

●在宅サービスセンター……………………… ☎23-1969
●もばら地域包括支援センター …………… ☎22-3007
●みなみ地域包括支援センター …………… ☎20-2626

●ほんのう地域包括支援センター ………… ☎36-2123
●ちゅうおう地域包括支援センター………… ☎26-7525
●茂原市役所高齢者支援課 ………………… ☎20-1572

【お問い合わせ】

介護に関するご相談は本会在宅サービスセンターのケアマネジャーまたは、下記お問い合わせ先で相談できます。
 次回は第９回、「良い事業者はどうやって選べばいいの？」

　「一方的にデイサービスの利用を断られた」「ケアマネジャーが希望するプランを立ててくれない」「ヘルパーが頼んだことをやってくれない」
「施設で出される食事内容が悪い」「ショートステイ利用中に骨折をしたが十分な説明がない」など、介護サービスで困った時や苦情がある時は
早めに相談しましょう。

サービスに不満があった時はどうすればいいの？

これで本日の
仕事は終了

15：00

おはようございます！ 今日はまずA様。
デイサービスに行く日なので、お支度のお手伝い。朝ごはんはどのくらい召し上がった
かな？ お薬は飲んだかな？ 確認してからお着替えのお手伝い。今日のお洋服もお似合
いです！髪を整えて、「あ、お迎えの車がきましたよ。」一緒に戸締り・確認をして、お見
送り。いってらっしゃい！

9：00 お客様宅
1件目

２件目はB様。
依頼が一番多い、お部屋のお掃除です。「今日も外は暑いですよ。体調はいかがです
か？」お声掛けをしながら寝室から順番に掃除機をかけていきます。「ゴミ袋、今日はま
とめておきますネ」ゴミ出しは明日の朝、別のヘルパーが行います。

午後は目が見えづらいC様のお出かけの付き添い、お家の周辺をお散歩します。木陰
のある公園や、お気に入りのパン屋さんへお買い物など、コースはその日の気分次第！
下校途中の小学生が挨拶してくれたり、季節折々の花にふれてみたり、60分ほどのお
散歩があっという間です。

10：30

12：00

14：00

お客様宅
2件目

お客様宅
3件目

お昼休憩

ホームヘルパーの仕事はどのようなものなのでしょうか。今回はヘルパーのある１日をご紹介します！

不満に思うサービスを提供した事業者に相談してみましょう
事業者には利用者からの苦情に対し、改善することが義務付けられています

言いづらい、言っても改善されないときは…
担当のケアマネジャーに相談しましょう

ケアマネジャーにも言いづらい、それでも改善されないときは…
茂原市の担当窓口に相談しましょう

高齢者支援課　☎２０-１５７２

千葉県国民健康保険団体連合会に苦情を
申し立てることもできます

千葉県国民健康保険団体連合会　☎043-254-7428
※介護保険や医療保険等の保険給付に関する業務を行っている公法人

【勤務内容】 市内のご利用者宅を訪問し、身体介護、生活支援（買い物、調理、清掃など）を行い、ご自宅での生活をサポートします。
【勤務時間】 週2日以上、8：00～19：00の内3時間程度～ ※曜日、時間については要相談
【給　　与】 生活援助 時給1,100円～　身体介護 時給1,500円～　※その他、諸手当、交通費、移動費、処遇改善手当、特定処遇改善手当など有
【勤 務 地】 市内の利用者宅 ※直行直帰
【応募条件】 70歳未満の方でいずれかの資格をお持ちの方（介護福祉士・介護職員実務者研修・介護職員初任者研修）

【お問い合せ・お申し込み】 在宅サービスセンター　☎23-1969

いっしょにお仕事しませんか？　ホームヘルパー募集中

お腹がペコペコ。午後の仕事に備えてしっかり食べておかなくちゃ！

明日もまた頑張ります！！

介護保険　「こんな時どうするの？！」 vol.8

ヘルパー徒然日記　～番外編～　ホームヘルパーの１日
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月　日 時　間 内　容 対　象 【定　員】 費　用 連絡先及び
受付開始日

7月31日日 9：30～11：30 ボッチャに挑戦（パラスポーツ体験） 市内在住の小学生
【20名】 100円 東郷福祉センター

☎25-5882
7月4日月8月 5日金 9：30～11：30 ジェルアレンジで作るトロピカルソーダ

ジェルアレンジクラフト教室
市内在住の小学生
【20名】 650円

8月10日水 9：00～12：00 古代体験（火起こし体験・まが玉作り） 市内在住の小学生【12名】
1～2年生は保護者同伴 400円 東郷福祉センター

☎25-5882
7月6日水8月23日火 9：30～11：30 お持ち帰りピザを作ろう 市内在住3～6歳児親子

【8組】 650円

7月27日水 9：30～11：30 ミッキー風リースを作ろう
（ミッキーの形にしたリース作り）

市内在住の小学生
【20名】 650円 二宮福祉センター

☎26-3740
7月2日土8月 3日水 10：00～12：00 アロマで香るうちわ

（アロマのミニボトルを作って、うちわにスプレー）
市内在住の小学生
【15名】 600円

8月18日木 13：30～15：30 ウォーターバトル
水鉄砲で遊ぼう

市内在住の小学生
【30名】 300円 二宮福祉センター

☎26-3740
7月3日日8月24日水 9：30～11：30 パン作り（簡単おいしいパン作り） 市内在住の小学生

【8名】 550円

8月 6日土 10：00～11：00
ほんとにあった　ふくしのかいだんばなし
（怪談話）
恐怖の1時間あなたは最後までたえられるかな…。

市内在住の小学生
【15名】 100円

豊田福祉センター
☎26-1105
7月1日金

7月28日木 10：00～11：30 アイスの棒で作るランプ 市内在住の小学生
【10名】 500円

総合市民センター
☎24-9511
6月29日水
（�一部受付が終
了している場合
がございますの
で、ご了承くだ
さい。）

8月 2日火

1部
9：00～10：30
2部
10：45～12：15

色染め体験 市内在住の小学生
【各部12名】 750円

8月 4日木 10：00～11：30 Let‘ｓクッキング
ステンドグラスクッキー作り

市内在住の小学生
【10名】 500円

8月19日金

1部
10：00～10：45
2部
11：00～11：45

チャレンジ！こども茂原検定
（天然ガスについて学ぼう）

市内在住の小学生
1部�1～2年生対象
　　（保護者同伴可）
2部�3～6年生対象
【各部20名程度】

100円



●在宅サービスセンター……………………… ☎23-1969
●もばら地域包括支援センター …………… ☎22-3007
●みなみ地域包括支援センター …………… ☎20-2626

●ほんのう地域包括支援センター ………… ☎36-2123
●ちゅうおう地域包括支援センター………… ☎26-7525
●茂原市役所高齢者支援課 ………………… ☎20-1572

【お問い合わせ】

介護に関するご相談は本会在宅サービスセンターのケアマネジャーまたは、下記お問い合わせ先で相談できます。
 次回は第９回、「良い事業者はどうやって選べばいいの？」

　「一方的にデイサービスの利用を断られた」「ケアマネジャーが希望するプランを立ててくれない」「ヘルパーが頼んだことをやってくれない」
「施設で出される食事内容が悪い」「ショートステイ利用中に骨折をしたが十分な説明がない」など、介護サービスで困った時や苦情がある時は
早めに相談しましょう。

サービスに不満があった時はどうすればいいの？

これで本日の
仕事は終了

15：00

おはようございます！ 今日はまずA様。
デイサービスに行く日なので、お支度のお手伝い。朝ごはんはどのくらい召し上がった
かな？ お薬は飲んだかな？ 確認してからお着替えのお手伝い。今日のお洋服もお似合
いです！髪を整えて、「あ、お迎えの車がきましたよ。」一緒に戸締り・確認をして、お見
送り。いってらっしゃい！

9：00 お客様宅
1件目

２件目はB様。
依頼が一番多い、お部屋のお掃除です。「今日も外は暑いですよ。体調はいかがです
か？」お声掛けをしながら寝室から順番に掃除機をかけていきます。「ゴミ袋、今日はま
とめておきますネ」ゴミ出しは明日の朝、別のヘルパーが行います。

午後は目が見えづらいC様のお出かけの付き添い、お家の周辺をお散歩します。木陰
のある公園や、お気に入りのパン屋さんへお買い物など、コースはその日の気分次第！
下校途中の小学生が挨拶してくれたり、季節折々の花にふれてみたり、60分ほどのお
散歩があっという間です。

10：30

12：00

14：00

お客様宅
2件目

お客様宅
3件目

お昼休憩

ホームヘルパーの仕事はどのようなものなのでしょうか。今回はヘルパーのある１日をご紹介します！

不満に思うサービスを提供した事業者に相談してみましょう
事業者には利用者からの苦情に対し、改善することが義務付けられています

言いづらい、言っても改善されないときは…
担当のケアマネジャーに相談しましょう

ケアマネジャーにも言いづらい、それでも改善されないときは…
茂原市の担当窓口に相談しましょう

高齢者支援課　☎２０-１５７２

千葉県国民健康保険団体連合会に苦情を
申し立てることもできます

千葉県国民健康保険団体連合会　☎043-254-7428
※介護保険や医療保険等の保険給付に関する業務を行っている公法人

【勤務内容】 市内のご利用者宅を訪問し、身体介護、生活支援（買い物、調理、清掃など）を行い、ご自宅での生活をサポートします。
【勤務時間】 週2日以上、8：00～19：00の内3時間程度～ ※曜日、時間については要相談
【給　　与】 生活援助 時給1,100円～　身体介護 時給1,500円～　※その他、諸手当、交通費、移動費、処遇改善手当、特定処遇改善手当など有
【勤 務 地】 市内の利用者宅 ※直行直帰
【応募条件】 70歳未満の方でいずれかの資格をお持ちの方（介護福祉士・介護職員実務者研修・介護職員初任者研修）

【お問い合せ・お申し込み】 在宅サービスセンター　☎23-1969

いっしょにお仕事しませんか？　ホームヘルパー募集中

お腹がペコペコ。午後の仕事に備えてしっかり食べておかなくちゃ！

明日もまた頑張ります！！

介護保険　「こんな時どうするの？！」 vol.8

ヘルパー徒然日記　～番外編～　ホームヘルパーの１日
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この広報紙は、みなさまからの会費と共同募金の配分金、広告協賛金によって年4回（5・7・10・2月）発行しています。

セレクト有限会社 ☎0475-26-2111
千葉県茂原市大芝４４０-８  FAX.0475-26-2255
介護保険事業所番号：1271501411

ケアプランセレクト
☎0475-36-6112 FAX.（左に同じ）
事業所番号：1271502179

セレクト
福祉用具・介護用品をいつも
安心してお使い頂けるよう
サポートいたします。

ＵＲＬ http://select-care.net/

住宅改修

ケアプラン作成

福祉機器介護用品

介護支援センター
せせらぎ

ヘルパーステーション
せせらぎ

デイサービスセンター
せせらぎ

小規模多機能居宅介護
ちくりんの里

住宅型有料老人ホーム
東郷せせらぎ

グループホーム
せせらぎ

サービス付高齢者向住宅
下永吉せせらぎ

株式会社 竹膳 0475-27-30570475-27-3056株式会社 竹膳 0475-27-30570475-27-3056

福祉作業所では、段ボール・ボールペン・コンセン
トなどの組み立て、割り箸・ネジ・サンプル品など
の封入、ラベル貼りなどの軽作業
を行っています。依頼したい作業
内容がありましたら、お気軽にご
相談ください。

受注作業を募集しています

社協情報コーナー
在宅福祉サービス

茂原市内にお住まいで、ご自宅で生活をしている方が対象です。
見守り型食事サービス
安否の確認を行いながら、手作りのお弁当をお届けします。
【対象】 虚弱なひとり暮らしの70歳以上の高齢者や障がいのある方、
 高齢者夫婦世帯など
【内容】 月３回（７・８月を除く）、1食100円を負担

紙おむつの支給
介護者の負担を軽減するため、紙おむつを無料で配達します。
【対象】 半年以上、寝たきりの高齢者や障がいのある方（児童可）
【内容】 年３回（６・10・2月）、年間120～150枚程度

介護者の負担を軽減するため、訪問による理髪サービスを行い、
料金の一部を助成します。
【対象】半年以上、寝たきりの高齢者や障がいのある方（児童可）

訪問理髪サービス

相談日・相談内容

介護全般の相談、高齢者や障がいのある方の
在宅生活を支援しています。
■居宅介護支援事業（ケアプランの作成）
■訪問介護事業（ホームヘルパーの派遣）

介護サービス
【お問い合わせ】 もばら後見支援センター（地域福祉課内）☎23-4333

金銭管理等に関する相談
●認知症高齢者や障がいのある方へ、日常的な金銭管理、
　福祉サービスの利用援助に関する相談（執務時間内）

心配ごと相談
●毎週水曜日 ９：30～11：30　●総合市民センター 2階 会議室

●7月27日水、8月24日水、9月28日水 １３：００～１６：００（予約制）
●総合市民センター 2階 会議室

無料法律相談

【お問い合わせ】 茂原市ボランティアセンター（地域福祉課内）

ボランティア相談
●ボランティア活動に関する相談（執務時間内）

健康相談
●毎週木曜日 １３：００～１６：００
　（行事の都合により、お休みの場合有）
●総合市民センター １階 健康相談室

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、中止の場合あり

　茂原市総合市民センターの遊具が新しくなりました。市内の福祉センター内の児童センターには、遊戯室や屋外で子供が遊べるスペース
が設けられ、さまざまな年齢の子どもたちの笑顔と楽しそうな声でにぎわっています。乳幼児から利用できる親子の交流の場となっており、
夏休みには楽しいイベント（6ページに掲載）もありますので、ぜひお近くの福祉センターにお越しください。

　揃いのオレンジ色のビブスを着た社員の方々が、毎朝30分間、月曜から木曜日は会社付近で、金曜日は茂原駅や総合市民センター、
ライフガーデン茂原周辺に範囲を拡げて歩道や車道のごみ拾いや側溝清掃などの活動をされています。この活動には社長を先頭
に社員全員が参加し、市内の美化にご尽力されています。また、今回、会社設立50周年記念として総合市民センターに新しい遊具と
ベンチを寄贈・設置してくださり、既存の遊具も綺麗に塗り替えていただきました。ありがとうございました。

新しい遊具が仲間入りしました

【お問い合わせ】 福祉作業所あゆみの家　☎２４-９１３５

●就労が困難な方、日中活動の場をお探し
の方、ご相談ください。

［対象者］
市内在住で、身体障害者手帳、療育手
帳、精神保健福祉手帳のいずれかをお持
ちの方（市外在住の場合は、要相談）

福祉作業所（就労継続支援Ｂ型）
●障害福祉サービスの利用に必要な「サー
ビス等利用計画書」の作成を行っていま
すので、ご相談ください。

［対象者］
市内在住で、障害福祉サービスを利用す
るために、茂原市よりサービス等利用計
画書の提出を求められた方

相談支援事業所（計画相談）

あゆみの家　障害福祉サービスのご利用を考えている方、ご相談ください

Information  ～みんなで参加してみよう～
豊岡福祉センター作品展
【日時】 9月17日土～18日日
 8：30～17：00
【内容】 自主グループ及び
 地域団体や福祉施設の
 活動成果を展示
 （書道、パソコン、俳画など）

【お問い合わせ】 豊岡福祉センター
 ☎34-8321

チャレンジ！ デコパージュ
【日時】 7月30日土 9:30～11:30
【内容】 赤い羽根トートバッグに柄のついたモチーフで
 飾り付けをする教室
【対象】 市内在住者（小学生以上）※小学1年生～3年生は保護者同伴
【定員】 10名（申込順）　　【参加費】1,000円（バック代、材料費、保険代）
【申込】 6月25日土 9:00～電話申込（申込順）　後日、参加費を添えて窓口申込
 ※申込は本人を含む2人まで（定員に満たない場合は随時受付）

【お問い合わせ】 五郷福祉センター　☎25-7880

企業による社会貢献活動　●御園建設 株式会社●

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため
中止または変更になる場合があります

社協情報コーナー
〒297-0022 茂原市町保13-20（茂原市総合市民センター内）〒297-0022 茂原市町保13-20（茂原市総合市民センター内）

【業務日】 月曜日～金曜日 8：30～17：15
【定休日】 土、日曜日、祝日及び休日、年末年始
※各福祉センター休館日は、祝日及び年末年始

【業務日】 月曜日～金曜日 8：30～17：15
【定休日】 土、日曜日、祝日及び休日、年末年始
※各福祉センター休館日は、祝日及び年末年始

社会福祉法人
茂原市社会福祉協議会
社会福祉法人
茂原市社会福祉協議会

編集と
発行

代表☎ 0475（23）1969
FAX 0475（23）6538
代表☎ 0475（23）1969
FAX 0475（23）6538
総務課、地域福祉課、在宅サービスセンターへのお問い合わせはこちらです。総務課、地域福祉課、在宅サービスセンターへのお問い合わせはこちらです。

茂原市社協
マスコット「ふくぞう」
茂原市社協
マスコット「ふくぞう」
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～誰もが「安全・安心」を実感できる暮らしを地域で支える～～誰もが「安全・安心」を実感できる暮らしを地域で支える～

茂原市社会福祉協議会では、情報発信ツールとして「インスタグラム（Instagram）」「フェイスブック（Facebook）」
及び「ツイッター（Twitter）」を活用しています。本会の情報をいち早く入手するツールとしてご利用ください。
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